
参考資料 1

厚
生
科
学
審

議

会
運
営
規

程

（平
成
十
三
年

一
月

一
九
日
　
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）

厚
生
科
学
審
議
会
令

（平
成
十

二
年
斑
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
規

＾
程
を
制
定
す
る
。

第
五
条

一
審
議
会

の
会
議
は
公
開
と
す
る
ｒ
た
だ
し
´
曇
勝
す

る
こ
２
に
よ
り

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
蜘
的
財
産
権
そ

．の
他
個
人
若
し
一く
は
団
体
の
格
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
会
長
は
ず
会
議
を
非

公
開
と
す
る
こ
と
．が
で
き
る
。

２
　
会
長
は
、
会
誼
．に

お
け
る
秩
序
０
維
持

の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
「
　

一

は
・、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る

員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名

た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す

財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利

れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全

こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
一

の
全
部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、

に

・つ
い
て
書
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開

（分

科

会

の
部

会

の
設
置
等
）

第

七
条
　
分

科
会

長
は
、

必

要
が

あ

る
と

認
め

る
と
き

は
ヽ

分

科

会

に

，
諮

っ
て
郡

２

．
燎
柵

会
‥
置

討

』
ｔ
衆

い
款

¨
脇

ざ
」

卜

る
付
議

を

受
け

た
と

き
は

、

当

骸

付
議

事

項
を
前

項

の
部
会

に
付
議
す

る

こ
と

が

で
き

る
。
　

　

「

３
　

第

一
項

の
部
会

の
話

快
は
、

分
科

会

長

の
同
意
を

得

て
、

分

科

会

の
議
決

と

す

る

こ
と
が

で
き
る
。　
　
　

．

４

一
分

科
全

葺

は
、

泌

要
が
ぁ

る
と

一
め

る
と

送
・は
い

二
以
上

の
部

会

ｔ

合

桐

し

て
調
査
審

議

さ

せ
る

こ
と
が

で
き
る

一
　

　

・
」
　

　

　

　

　

　

・

（〈
‘
〓戯
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第

一

る‥条

。

厚

生

科

学

華

議

〈
〓

（
以

下

「
審

議

〈
一
」

２
　
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
よ
．う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
円
委
員

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
一

３
　
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

（審
議
会
の
部
会
の
設
一５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
二
条
　
〈〓
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会

（分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
山
条
ま
で
に
お
い
で

，
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

２
　
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
．と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調

査
審
議
さ
せ．
な
こ
と
が
で
き
る
。

（諮
問
Ｑ
付
議
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

第
二
条
　
〈〓
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分

科
ｆ
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
・

（分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
〉

第
四
条
　
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
．

（会
議
の
公
開
）
　
　

　

　

　

　

　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

・

と
い

つ

。

は

会
長
が
招
集

3         2           タロ
す 会  部 益 お  三 二 Tも 六́.⌒

る長 前 又 が そ 議 の 条 議
もは 項 は 不 れ 事 議 出 会 と  事
の 1の 上 当 が.録 事 席 議 す 審 録
と非 槻 部 に あ は と し の る 議

V
す 公 定 を 侵 る

｀
な た 日 ・会

る 開 に非 害 場 公 つ委
・時  に・°

もう・奮‐乳貪雹
:警 暴・恐 :諄 :

た 議 と る は す 項 臨 場  る
部 事 す お 知 る  時 所  議
分 録 る そ 的

° ‐委   事
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（委
員
会
の
設
置
）　
　
　
　
　
　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

１
第
八
条
　
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　

（準
用
規
定
）
　

　

　

．

第
九
条
　
第

一
条
、
第
五
条
及
び
第
本
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中

「会
長
」
と

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ

っ
て
は

「分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ
っ
て
難

「部
絵

長
」
と
、
第

一
条
中

「委
員
」
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は

「当
該
分

科
会
に
属
す
る
委
員
」
、
部
会
に
あ

っ
て
は

「当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（雑
則
）
　

　

　

　

　

　

´
　

・
　

　

　

　

　

・
　

・

第
十
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
い
審
議
会
、
分
科
会
■
は
証
会
の
運

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。
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厚
生
科
学
審
議
会
疾
病
対
策

・部
会
運
営
細
則

（平
成
十
三
年

二
月
二
十

三
日
　
疾
病
対
策
部
会
長
決
定
Ｙ

．
厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程

定
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
（平
成
十
三
年

一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決

こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。　

・

（委
員
会
の
設
置
）　
　
　
　
・

第そ〓疇掟岬姓酬畔整備最嗽跡動議卸袷置（劇杯
一部略一という∵）一一

一

（委
員
会
の
構
成
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第に時」擬筆肇洸ド律姓翻辞鳥嫡確コ華豪ぎ軌謝矮一は轟町脚雌一̈
一

公
委
員
長

の
指
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　

．

第
肇
肇

が
一罐
額
始
確
矮
嗜員
長
を
ｉ
ぐ
．
一
一貝
帳
は
、
委
・項
〓
矮
一貝
の
沖
か
」り
、
部

ス
会
議
等
）

．

第
四
条
　
委
員
会
は
、
・委
員
長
が
招
集
す
る
。

は
、
一委
員
長
囃
、
会
議
を
非
公
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
・

２
　
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず

嬌
ｔ
，ど必
要
を
喘
遣
一
と
る
こ
せ
が
で
き
る
一　
　
　
一　
　
・
ヽ

・
ｒ　

・

一
も六（嚇
姜
軸
付
〓
一
一
け

，
証
事
は
、
一

，
事
ｉ
ｔ
ｉ
ヶ
、
一
・
彗
に
計
載
す
る

一
　

会
議
の
日
時
及
び
場
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

二
　
出
席
し
た
委
員
会
委
員
の
氏
名‥

〓
一　
議
事
と
″な
つ
た
事
項
　
一

２．ぎ罐癖赫舞一漿釧夏け痛げ」政れ一嘲は畔螂わ螺禦趾岐鮮̈
権晩村

溢
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
σ

・≒動韓ｎ， 『一開．ょ非一動繰け一‐こ全こ泄中一議一き報軒載一価”」ヽ
端̈
社娩＋

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
　

，
　

　

　

一

第」御会胸鏡̈
起確碩警訊錦のる．蜘詢いす」一にヽ
第．五条第
一貫なだし

・警̈
『特』］峰』け］一榊ほ̈

， 肛託「贖十一一設蒙勲Ｆ権饉爆阻．

一
　

　

　

一
　

　

．
　

　

　

　

´

　

　

　

‘

　

　

　

　

．

第
八（御
一
胸
鍬
”
Ｆ
”
一
ヽ
』
Ｆ
労 …」
省
一
【
肛
妊
″
一

策
計
」
〓
ド
一
編

括
し
、
．

及
び
拠
理
す
略
「　
　
　
　
　
一

六
雑
則
）
　

　

　

　

，

第
九
探
　
・こ
の
細
則
ｔ
定

‥め
る
も
の
の
ほ
か
い
部
ミ
又
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要

・竜
事
項
‐―ま
、
郡
会
長
叉
植
委
員
長
が
定
め
…る
。




